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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察者に対して立体映像を呈示する立体映像呈示装置であって、
　左眼用画像および右眼用画像が画面表示されるディスプレイと、
　このディスプレイの画面上に注視点を含む近景画像を構成する左眼用近景画像および右
眼用近景画像を表示する処理を行う近景画像表示処理手段と、
　前記ディスプレイの画面上に前記注視点よりも遠方に位置する背景となる遠景画像を構
成する左眼用遠景画像および右眼用遠景画像を表示する処理を行う遠景画像表示処理手段
と、
　前記観察者と前記ディスプレイとの間に配置されたテレセントリック光学系と、
　前記ディスプレイを前記テレセントリック光学系に対して近接離隔する方向に移動させ
る駆動手段と、
　前記近景画像表示処理手段による前記左眼用近景画像および前記右眼用近景画像の表示
処理と同期させて前記駆動手段の動作制御を行うための制御信号を前記駆動手段に送るこ
とにより、前記近景画像を構成する前記左眼用近景画像内および前記右眼用近景画像内に
対応点としてそれぞれ設定された前記注視点を再生させる位置の奥行き方向の変化に応じ
て前記ディスプレイを移動させる制御手段とを備え、
　前記近景画像表示処理手段は、前記左眼用近景画像内の前記注視点とこれに対応する前
記右眼用近景画像内の前記注視点とが前記ディスプレイの画面上の左右方向の中央位置で
重なる状態でこれらの左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する処理を行う構成と
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され、
　前記遠景画像表示処理手段は、前記ディスプレイの前方または後方への移動に伴って前
記遠景画像の再生位置を一定の位置に保つように前記左眼用遠景画像および前記右眼用遠
景画像をそれぞれ交差方向または同側方向にシフトさせる処理を行う構成とされている
　ことを特徴とする立体映像呈示装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の立体映像呈示装置において、
　前記近景画像表示処理手段は、前記ディスプレイの前方または後方への移動に伴って前
記左眼用近景画像および前記右眼用近景画像をそれぞれ縮小または拡大する処理を行う構
成とされている
　ことを特徴とする立体映像呈示装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の立体映像呈示装置において、
　前記観察者の左眼および／または右眼の水晶体の屈折値を測定する水晶体屈折値測定手
段を備え、
　この水晶体屈折値測定手段による測定結果が、前記近景画像表示処理手段による前記近
景画像の表示処理、前記遠景画像表示処理手段による前記遠景画像の表示処理、または前
記ディスプレイを移動させるために行われる前記制御手段による前記駆動手段の動作制御
処理のうちの少なくとも一つの処理にフィードバックされる構成とされている
　ことを特徴とする立体映像呈示装置。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の立体映像呈示装置において、
　前記遠景画像表示処理手段は、左右の眼の位置から前記遠景画像の再生位置までの距離
をＤとし、左右の眼の位置から見かけの画面までの仮想距離をｄとし、瞳孔間隔の半分の
長さをＬとしたとき、中心からのシフト量として示された前記遠景画像の見かけのシフト
量ｓを、
　ｓ＝ｄ×ｔａｎ｛ｔａｎ－１（Ｌ／ｄ）－ｔａｎ－１（Ｌ／Ｄ）｝
という式により算出するか、
　または、仮想距離ｄ１の位置に表示された見かけの画面のサイズの横幅がｗとなる場合
に、横方向の画素数をｘとしたとき、前記遠景画像を中心からシフトする画素数Δｘを、
　Δｘ＝｛（ｘ×ｄ１）／ｗ｝×ｔａｎ｛ｔａｎ－１（Ｌ／ｄ）－ｔａｎ－１（Ｌ／Ｄ）
｝
という式により算出する処理を行う構成とされている
　ことを特徴とする立体映像呈示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、観察者に対して立体映像を呈示する立体映像呈示装置に係り、例えば、注視
点（視標）を含む近景画像と、その背景となる遠景画像とを用いて立体映像を呈示する場
合等に利用できる。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、観察者に対して立体映像を呈示する際には、左眼用画像と右眼用画像との対
応点を左右にずらして画面上に表示し、その両眼視差を利用して画像の各点を画面の手前
側に飛び出させ、あるいは画面の奥側に引っ込ませることにより、立体感を作り出す手法
が採られている。
【０００３】
　図１４は、このような両眼視差を利用した従来の立体映像呈示方法の原理説明図である
。図１４において、図示されない偏光フィルタや液晶シャッタ等を用いることにより、観
察者の左眼と右眼とで観察される画像を分離し、左眼により、画像呈示面９０に表示され
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た左眼用画像のみが観察され、右眼により、画像呈示面９０に表示された右眼用画像のみ
が観察されるようにする。例えば、観察者が、左眼により、Ｐ１点の対象を観察し、右眼
により、これに対応するＰ２点の対象を観察したとすると、左眼と右眼との視線方向の交
差点である画面手前のＰ３点で、それらの対象が融像され、立体像として再生される。
【０００４】
　ところで、２眼式立体映像は、新しい映像情報メディアとして、その社会的・経済的な
波及効果が期待されるため、これまで様々な研究がなされてきたが、応用領域が不明瞭で
あること、観察により眼精疲労が生じること等の原因により、未だ普及していないのが現
状である。とりわけ、立体映像観察により生じる眼精疲労は、視覚系の不整合が主な原因
と考えられており、これまでにも様々な検討が行われている。この視覚系の不整合は、図
１４に示すように両眼視差を利用した立体映像の観察を行う場合に、輻輳は、再生される
立体像の位置に働くのに対し、左眼および右眼の各水晶体の調節は、画像呈示面９０に固
定されているために生じる、輻輳と調節との奥行き情報の矛盾のことである。なお、自然
視の状態では、輻輳と調節との奥行き情報は一致しているので、眼精疲労は生じない。
【０００５】
　そこで、このような眼精疲労の問題を解決するために、本願出願人により、立体映像観
察において単焦点レンズを観察メガネに付加することで調節距離のシフト効果を誘起し、
さらには、輻輳性調節といった人間の視覚特性を踏まえた立体像の再生位置の制御を行う
ことで視覚性の不整合を軽減することができる立体映像観察装置が既に提案されている（
特許文献１参照）。この立体映像観察装置によれば、立体映像観察中の水晶体の屈折値を
立体像の再生位置に近似させることができるとともに、補正レンズを用いることで眼精疲
労の自覚症状も軽減できるという効果が得られる。
【０００６】
【特許文献１】特開２００２－３４１２８９号公報（段落［００１２］、図１、要約）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述した特許文献１に記載された立体映像観察装置では、視覚系の不整
合は解消または軽減できるものの、単焦点レンズを用いていることから、補正が可能な範
囲が限定され、多様な立体像の再生位置への対応が困難であるという課題が残る。
【０００８】
　また、補正が可能な範囲を拡大するため、オートフォーカスレンズのような焦点距離の
可変調整が可能なレンズ系を眼前に配置する方法も考えられるが、大掛かりな装置を観察
者の頭に装着することになり、現実的ではないという問題がある。さらに、そのようなレ
ンズ系を用いた場合には、焦点距離も変わるが、レンズの度が変わるので画角も変わって
しまうという問題がある。例えば、近くの対象を観察する際には、視野角が広くなる等、
再生位置によって対象が大きくなったり、小さくなったり変化し、要するに、ズームの機
構が同時に入ってきてしまうという問題がある。
【０００９】
　本発明の目的は、視覚系の不整合を解消または軽減して眼精疲労を抑えることができ、
かつ、多様な立体像の再生位置に対応することができる立体映像呈示装置を提供するとこ
ろにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明は、観察者に対して立体映像を呈示する立体映像呈示装置であって、左眼用画像
および右眼用画像が画面表示されるディスプレイと、このディスプレイの画面上に左眼用
画像および右眼用画像を表示する処理を行う画像表示処理手段と、観察者とディスプレイ
との間に配置されたテレセントリック光学系と、ディスプレイをテレセントリック光学系
に対して近接離隔する方向に移動させる駆動手段と、画像表示処理手段による左眼用画像
および右眼用画像の表示処理と同期させて駆動手段の動作制御を行うための制御信号を駆
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動手段に送ることにより、左眼用画像内および右眼用画像内に対応点としてそれぞれ設定
された注視点を再生させる位置の奥行き方向の変化に応じてディスプレイを移動させる制
御手段とを備えたことを特徴とするものである。
【００１１】
　ここで、「左眼用画像」および「右眼用画像」は、実写画像でもよく、３Ｄのコンピュ
ータ・グラフィクスをレンダリング処理により２次元化して得られた画像等でもよい。
【００１２】
　また、「注視点を再生させる位置の奥行き方向の変化に応じてディスプレイを移動させ
る」とは、注視点の再生位置が観察者に近づく場合には、ディスプレイも観察者に近づく
方向に移動させ、注視点の再生位置が観察者から遠ざかる場合には、ディスプレイも観察
者から遠ざかる方向に移動させるという意味である。
【００１３】
　さらに、注視点の再生位置の制御は、ディスプレイの移動のみにより行ってもよく、あ
るいは、ディスプレイの移動と、左眼用画像内の注視点とこれに対応する右眼用画像内の
注視点とを左右方向にずらす両眼視差との組合せにより行ってもよい。但し、視覚系の不
整合を、より軽減するという観点等から、ディスプレイの移動のみにより行うことが好ま
しい。
【００１４】
　このような本発明においては、注視点の再生位置の奥行き方向の変化に応じてディスプ
レイを前後に移動させるので、水晶体の調節が、移動するディスプレイの位置に追従して
働くようになり、調節距離の動的な光学補正が実現される。そして、注視点の再生位置の
制御は、ディスプレイの移動を伴う形で行われるので、注視点の再生位置にディスプレイ
の位置を一致させるか、または近づけることができるため、輻輳がディスプレイの画像呈
示面の位置またはその近傍位置に働くようになる。従って、観察中、輻輳距離と調節距離
とを一致させるか、または近づけることが可能となる。このため、左眼用画像と右眼用画
像との視差量を変化させることのみにより注視点の再生位置を制御する従来の方法の場合
に比べ、視覚系の不整合に基づく眼精疲労を抑えることができるようになる。
【００１５】
　また、注視点の再生位置の制御は、ディスプレイの移動を伴う形で行われるので、前述
した特許文献１に記載された単焦点レンズを用いて光学補正を行う方法の場合に比べ、補
正範囲が広範になり、多様な立体像の再生位置への対応が可能となる。
【００１６】
　さらに、観察者とディスプレイとの間にテレセントリック光学系が配置されているので
、ディスプレイが前後に移動しても、視野角（画角）を一定または略一定に保つことがで
きるため、ズームの機構を伴わない光学補正が実現される。
【００１７】
　また、ディスプレイを移動させると、上記の如く視野角は一定または略一定に保たれる
が、視線方向は変化するので、従来の方法による観察の場合と同様に、立体映像の奥行き
感（飛び出し感）の制御を容易に行うことが可能となる。
【００１８】
　そして、以上のように、ディスプレイの物理的な位置移動と、テレセントリック光学系
の屈折を利用することで、立体映像観察における輻輳開散運動が誘発され、これらにより
前記目的が達成される。
【００１９】
　また、前述した立体映像呈示装置において、画像表示処理手段は、左眼用画像内の注視
点とこれに対応する右眼用画像内の注視点とがディスプレイの画面上の左右方向の中央位
置で重なる状態でこれらの左眼用画像および右眼用画像を表示する処理を行う構成とされ
ていることが望ましい。
【００２０】
　このように左眼用画像内の注視点と右眼用画像内の注視点とを重ねる処理を行う構成と
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した場合には、注視点の再生位置とディスプレイの位置とを一致させることができるため
、輻輳がディスプレイの画像呈示面の位置に働くようになる。従って、輻輳と調節とが共
にディスプレイの画像呈示面の位置に働くので、観察中、輻輳距離と調節距離とを常に一
致させることが可能となる。このため、視覚系の不整合に基づく眼精疲労を、より一層抑
えることができるようになる。
【００２１】
　さらに、前述した立体映像呈示装置において、画像表示処理手段は、ディスプレイの画
面上に注視点を含む近景画像を構成する左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する
処理を行う近景画像表示処理手段と、ディスプレイの画面上に注視点よりも遠方に位置す
る背景となる遠景画像を構成する左眼用遠景画像および右眼用遠景画像を表示する処理を
行う遠景画像表示処理手段とを含んで構成され、制御手段は、制御信号を駆動手段に送る
ことにより、近景画像内に設定された注視点を再生させる位置の奥行き方向の変化に応じ
てディスプレイを移動させる構成とされ、近景画像表示処理手段は、左眼用近景画像内の
注視点とこれに対応する右眼用近景画像内の注視点とがディスプレイの画面上の左右方向
の中央位置で重なる状態でこれらの左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する処理
を行う構成とされ、遠景画像表示処理手段は、ディスプレイの前方または後方への移動に
伴って左眼用遠景画像および右眼用遠景画像をそれぞれ交差方向または同側方向にシフト
させる処理を行う構成とされていることが望ましい。
【００２２】
　このように近景画像についてディスプレイの移動により注視点の再生位置の制御を行い
、かつ、遠景画像についてディスプレイの移動に伴って左右の画像をシフトさせる処理を
行う構成とした場合には、注視点を含む近景画像については、輻輳距離と調節距離とを常
に一致させることにより、視覚系の不整合に基づく眼精疲労を抑えることが可能となり、
遠景画像については、ディスプレイの移動に伴って生じた視差変化をキャンセルし、遠景
画像を一定の奥行き距離に保つことが可能となる。
【００２３】
　そして、前述した立体映像呈示装置において、近景画像表示処理手段は、ディスプレイ
の前方または後方への移動に伴って左眼用近景画像および右眼用近景画像をそれぞれ縮小
または拡大する処理を行う構成としてもよい。
【００２４】
　このように近景画像をディスプレイの移動に伴って縮小または拡大する処理を行う構成
とした場合には、注視点を含む対象（被写体）の再生位置がディスプレイの移動により前
方または後方に移動した際に、その対象についての視野角を変化させることが可能となる
。すなわち、自然視の状態では、物理的な大きさが変化しない対象（同一物）が前方また
は後方に移動すると、その対象が観察者から遠ざかったときには視野角が小さくなり、観
察者に近づいたときには視野角が大きくなるのに対し、テレセントリック光学系を配置し
た場合には、ディスプレイを移動させて注視点を含む対象を前方または後方に移動させて
も、視野角は一定または略一定に保たれるので、自然視の状態とは異なる見え方になり、
その対象の見かけ上の大きさが変化してしまう。従って、ディスプレイが前方に移動して
観察者から遠ざかったときには近景画像を縮小して視野角を小さくし、一方、ディスプレ
イが後方に移動して観察者に近づいたときには近景画像を拡大して視野角を大きくするこ
とにより、自然視の状態と同じ見え方にすることが可能となる。
【００２５】
　また、前述した立体映像呈示装置において、観察者の左眼および／または右眼の水晶体
の屈折値を測定する水晶体屈折値測定手段を備え、この水晶体屈折値測定手段による測定
結果が、近景画像表示処理手段による近景画像の表示処理、遠景画像表示処理手段による
遠景画像の表示処理、またはディスプレイを移動させるために行われる制御手段による駆
動手段の動作制御処理のうちの少なくとも一つの処理にフィードバックされる構成とされ
ていることが望ましい。
【００２６】
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　このように水晶体屈折値測定手段による測定結果を立体映像の呈示処理にフィードバッ
クさせる構成とした場合には、観察者の実際の観察状況に即して適切な立体映像の呈示を
行うことが可能となる。例えば、時間情報をフィードバックし、観察者による調節の追従
速度に応じて、注視点の再生位置の制御の速度を変化させたり、距離情報をフィードバッ
クし、近視の観察者に対してボケのない立体映像を呈示したりすること等が可能となる。
【発明の効果】
【００２７】
　以上に述べたように本発明によれば、ディスプレイを前後に移動させて注視点の再生位
置の制御を行うので、視覚系の不整合を解消または軽減して眼精疲労を抑えることができ
、かつ、多様な立体像の再生位置に対応することができるうえ、観察者とディスプレイと
の間にテレセントリック光学系を配置したので、ディスプレイが移動しても視野角を一定
または略一定に保つことができるという効果がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２８】
　以下に本発明の一実施形態について図面を参照して説明する。図１には、本実施形態の
立体映像呈示装置１０の全体構成が示されている。図２は、装置本体２０の縦断面図であ
る。図３には、立体映像呈示装置１０の構成が信号や光の流れとともに示されている。図
４は、マイクロポールを実装した液晶ディスプレイ２１の構造の説明図である。また、図
５は、テレセントリック光学系２２により形成される光路の説明図であり、図６は、物理
的な画面とテレセントリック光学系２２を通した見かけの画面との関係の説明図であり、
図７～図１０は、遠景画像の表示処理の説明図である。さらに、図１１は、水晶体の屈折
値の測定方法の説明図であり、図１２および図１３には、水晶体の屈折値の実測を行った
比較実験結果が示されている。
【００２９】
　図１および図３において、立体映像呈示装置１０は、立体映像を再生する装置本体２０
と、装置本体２０に画像信号を供給するコンピュータ４０と、装置本体２０に制御信号を
供給するコントローラ７０と、立体映像観察者の水晶体の屈折値を測定する水晶体屈折値
測定手段である赤外線オプトメータ８０とを備えている。
【００３０】
　図２および図３において、装置本体２０は、左眼用画像および右眼用画像が画面表示さ
れる液晶ディスプレイ（ＬＣＤ：Liquid Crystal Display）２１と、観察者と液晶ディス
プレイ２１との間に配置されたテレセントリック光学系２２と、液晶ディスプレイ２１を
テレセントリック光学系２２に対して近接離隔する方向に移動させる駆動手段であるステ
ッピングモータ２３と、装置本体２０の筐体に形成された覗き窓２４（図１参照）の近傍
に配置された左眼用および右眼用の偏光フィルタ２５，２６（図７参照）と、覗き窓２４
の近傍であって偏光フィルタ２５，２６よりも手前側（観察者側）の位置に配置されたダ
イクロックミラー２７とを含んで構成されている。
【００３１】
　図１および図３において、コンピュータ４０は、マウスやキーボード等の入力手段４１
と、作業や監視等のために左眼用画像および右眼用画像が重ねられた状態で画面表示され
る作業用ディスプレイ４２と、立体映像の呈示に必要な各種処理を行う処理手段５０と、
処理手段５０による処理で用いられるデータを記憶する記憶手段６０とを含んで構成され
ている。
【００３２】
　図３において、処理手段５０は、装置本体２０を構成する液晶ディスプレイ２１の画面
上に左眼用画像および右眼用画像を表示する処理を行う画像表示処理手段５１と、画像表
示処理手段５１による左眼用画像および右眼用画像の表示処理と同期させてステッピング
モータ２３の動作制御を行うための制御信号をコントローラ７０に送信する制御信号送信
手段５２とを含んで構成されている。
【００３３】



(7) JP 4549661 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

　画像表示処理手段５１は、液晶ディスプレイ２１の画面上に注視点を含む近景画像を構
成する左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する処理を行う近景画像表示処理手段
５１Ａと、液晶ディスプレイ２１の画面上に注視点よりも遠方に位置する背景となる遠景
画像を構成する左眼用遠景画像および右眼用遠景画像を表示する処理を行う遠景画像表示
処理手段５１Ｂとを含んで構成されている。また、画像表示処理手段５１は、作業用ディ
スプレイ４２にも、液晶ディスプレイ２１と同じ画面を表示する処理を行う。
【００３４】
　近景画像表示処理手段５１Ａは、本実施形態では、左眼用近景画像内の注視点とこれに
対応する右眼用近景画像内の注視点とが液晶ディスプレイ２１の画面上の左右方向の中央
位置で重なる状態で、これらの左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する処理を行
うものである。また、近景画像表示処理手段５１Ａは、ユーザの選択があった場合には、
液晶ディスプレイ２１の前方または後方への移動に伴って左眼用近景画像および右眼用近
景画像をそれぞれ縮小または拡大する処理も行う。すなわち、液晶ディスプレイ２１が基
準位置（例えば、２．０Ｄ＝仮想距離５０ｃｍ相当）よりも前方（観察者から遠ざかる方
向）に移動した場合には、左眼用近景画像および右眼用近景画像は、それぞれ縮小され、
一方、液晶ディスプレイ２１が基準位置よりも後方（観察者に近づく方向）に移動した場
合には、左眼用近景画像および右眼用近景画像は、それぞれ拡大される。
【００３５】
　遠景画像表示処理手段５１Ｂは、液晶ディスプレイ２１の前方または後方への移動に伴
って左眼用遠景画像および右眼用遠景画像をそれぞれ交差方向または同側方向にシフトさ
せる処理を行うものである。すなわち、液晶ディスプレイ２１が基準位置（例えば、２．
０Ｄ＝仮想距離５０ｃｍ相当）よりも前方（観察者から遠ざかる方向）に移動した場合に
は、左眼用遠景画像および右眼用遠景画像は、それぞれ交差方向にシフトされ、一方、液
晶ディスプレイ２１が基準位置よりも後方（観察者に近づく方向）に移動した場合には、
左眼用遠景画像および右眼用遠景画像は、それぞれ同側方向にシフトされる（図７、図８
参照）。
【００３６】
　記憶手段６０は、立体映像コンテンツとしての画像を記憶する画像記憶手段６１と、近
景画像および遠景画像の再生情報を記憶する再生情報記憶手段６２と、各観察者の情報を
個別に記憶するユーザ情報記憶手段６３とを含んで構成されている。
【００３７】
　画像記憶手段６１には、立体映像コンテンツとして、近景画像および遠景画像が記憶さ
れている。
【００３８】
　近景画像は、例えば蝶１等の画像（図１参照）であり、複数枚の一連の画像群（時系列
で描画内容が変化する画像群、例えば蝶が羽を動かしている場合等のように動作を表現す
る時系列の画像群）により構成され、左右の眼で異なる映像を呈示する場合には、左右そ
れぞれについて一連の画像群により構成される。従って、左右の眼に同じ映像を呈示する
場合には、一枚の画像を左眼用近景画像および右眼用近景画像の両方として用いるので、
複数枚の一連の画像群は、一組用意すればよく、この場合には、近景画像自体（例えば蝶
そのもの）は、立体像ではなく平面的に見え、近景画像の前後の移動や、遠景画像との相
対的な位置関係で奥行き感が生じることになる。一方、左右の眼で異なる映像を呈示する
場合には、同じ瞬間に液晶ディスプレイ２１に画面表示される一対の左眼用近景画像およ
び右眼用近景画像は、異なる画像であるため、近景画像自体（例えば蝶そのもの）にも凹
凸感が生じ、立体像として再生される。
【００３９】
　遠景画像は、例えば背景の山２等の画像（図１参照）であり、１枚（左右の眼に同じ映
像を呈示する場合）または２枚（左右の眼に異なる映像を呈示する場合）の画像により構
成される。遠景画像についても、近景画像の場合と同様であり、左眼用遠景画像と右眼用
遠景画像とに同じ画像を用いれば、遠景画像自体（例えば山そのもの）は平面的に見え、
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一方、左眼用遠景画像と右眼用遠景画像とに異なる画像を用いれば、遠景画像自体（例え
ば山そのもの）にも凹凸感が生じ、立体像として再生される。
【００４０】
　再生情報記憶手段６２には、近景画像の動きのシーケンス（時系列の奥行き方向の再生
位置であり、時間とディオプタ（Ｄ）単位の位置とを対にして幾つか指定して設定する。
ユーザが自在に編集することができ、再生位置は、例えば、２．５Ｄ（４０ｃｍ）から無
限遠までの範囲で設定できる。）、近景画像の切替間隔（例えば、デフォルト値は１．０
秒で、０．１秒～３０．０秒の間で設定可能）、近景画像透過色、オペレーティングシス
テム標準の色選択、近景画像の再生位置の変化に伴って液晶ディスプレイ２１の実際の画
面上での近景画像サイズを縮小・拡大するか否かの選択、近景画像の画像呈示面上での視
野角（例えば、デフォルト値は４度）、遠景画像の再生位置までの距離（例えばデフォル
ト値が１００ｍで、１ｍ～１０００ｍの間で設定可能）、近景画像が指定された２点間を
移動するときにメートル（ｍ）の次元でリニアに動くかディオプタ（Ｄ）の次元でリニア
に動くかの選択等の各種情報が記憶される。なお、ディオプタ（Ｄ）単位の数値は、メー
トル距離の逆数である。
【００４１】
　ユーザ情報記憶手段６３には、ユーザ名、左右の眼の間隔、屈折値（左Ｓ値、左Ｃ値、
右Ｓ値、右Ｃ値）、補正値の計算方法（左眼のＳ＋Ｃ／２とするか、右眼のＳ＋Ｃ／２と
するか、それらの平均とするか、手動編集とするかの別）、補正値等の各種情報が記憶さ
れる。なお、補正値は、赤外線オプトメータ８０により観察中に測定した屈折値を用いて
リアルタイムで計算してもよい。
【００４２】
　そして、処理手段５０に含まれる各手段５１，５２は、コンピュータ４０の本体の内部
に設けられた中央演算処理装置（ＣＰＵ）、およびこのＣＰＵの動作手順を規定する一つ
または複数のプログラムにより実現される。
【００４３】
　また、記憶手段６０に含まれる各手段６１～６３は、例えばハードディスク等により好
適に実現されるが、記憶容量やアクセス速度等に問題が生じない範囲であれば、ＲＯＭ、
ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、ＲＡＭ、ＭＯ、ＣＤ－ＲＯＭ、ＣＤ－Ｒ、ＣＤ－Ｒ
Ｗ、ＤＶＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤ－ＲＡＭ、ＦＤ、磁気テープ、あるいはこれらの組合せ等を
採用してもよい。
【００４４】
　図２および図３において、制御信号送信手段５２から、画像表示処理手段５１による左
眼用近景画像および右眼用近景画像の表示処理と同期させてコントローラ７０に制御信号
が送信されると、コントローラ７０では、この信号をステッピングモータ２３の動作制御
を行うための信号に変換してステッピングモータ２３に供給する。そして、ステッピング
モータ２３は、コントローラ７０から供給される制御信号に基づき動作し、図示されない
ベルト等を介して液晶ディスプレイ２１を前後に移動させる。これにより、左眼用近景画
像内および右眼用近景画像内に対応点としてそれぞれ設定された注視点の再生位置の奥行
き方向の変化に応じ、液晶ディスプレイ２１が前後に移動するようになっている。従って
、制御信号送信手段５２およびコントローラ７０により、ステッピングモータ２３の動作
制御を行って液晶ディスプレイ２１を前後に移動させる制御手段７１が構成されている。
本実施形態では、近景画像表示処理手段５１Ａにより、左眼用近景画像内の注視点とこれ
に対応する右眼用近景画像内の注視点とが液晶ディスプレイ２１の画面上の左右方向の中
央位置で重なる状態で表示されるので、制御手段７１は、制御信号をステッピングモータ
２３に送ることにより、近景画像内に設定された注視点の再生位置に液晶ディスプレイ２
１を移動させる制御を行う。
【００４５】
　図４において、液晶ディスプレイ２１は、ＬＣＤパネル２１Ａと、このＬＣＤパネル２
１Ａの表示画面の手前側（観察者側）に装着されたマイクロポール（μPol）２１Ｂとを
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含んで構成されている。図４に示す如く、マイクロポール２１Ｂは、微細な偏光素子で構
成された光学系であり、ＬＣＤパネル２１Ａの画素のラインに合わせ、１ライン（横方向
に走る各ライン）毎に交互に直交した偏光素子を配置して形成されている。例えば、Ｎ行
目のライン２１Ｂ（Ｎ）と、（Ｎ＋２）行目のライン２１Ｂ（Ｎ＋２）とが、同じα度の
偏光方向であり、（Ｎ＋１）行目のライン２１Ｂ（Ｎ＋１）と、（Ｎ＋３）行目のライン
２１Ｂ（Ｎ＋３）とが、同じβ度の偏光方向であり、α度とβ度との差が９０度である。
観察にあたっては、それらに対応して互いに偏光方向を直交させた偏光フィルタ２５，２
６（図７参照）を用いることで、左眼用画像と右眼用画像との分離を行っている。なお、
左眼用画像を偶数ラインとし、右眼用画像を奇数ラインとするか、あるいはその逆とする
かは、選択できるようになっている。
【００４６】
　図２および図５において、テレセントリック光学系２２は、観察者に近い方から、第１
レンズ２２Ａ、第２レンズ２２Ｂ、第３レンズ２２Ｃ、および第４レンズ２２Ｄをこの順
に配置して構成されている。表１には、これらの４つの各レンズ２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ
，２２Ｄの仕様が示されている。
【００４７】
【表１】

【００４８】
　表１において、表面または裏面の別については、観察者の側を向いた面を表面としてい
る。また、間隔については、表１中の一番上側の間隔が、左右の眼の位置と第１レンズ２
２Ａの表面の中心位置との間隔であり、上から２番目の間隔が、第１レンズ２２Ａの表面
の中心位置と裏面の中心位置との間隔（第１レンズ２２Ａの中心部分の厚み）であり、上
から３番目の間隔が、第１レンズ２２Ａの裏面の中心位置と第２レンズ２２Ｂの表面の中
心位置との間隔であり、上から４番目の間隔が、第２レンズ２２Ｂの表面の中心位置と裏
面の中心位置との間隔（第２レンズ２２Ｂの中心部分の厚み）であり、以下同様で、一番
下側の間隔が、第４レンズ２２Ｄの裏面の中心位置と液晶ディスプレイ２１の基準位置（
２．０Ｄ＝仮想距離５０ｃｍ相当の位置）との間隔である。
【００４９】
　図５に示すように、テレセントリック光学系２２を通過して形成される光路を考慮した
場合には、液晶ディスプレイ２１の位置がテレセントリック光学系２２から遠ざかってい
くと、すなわち観察者から遠ざかっていくと、左眼の視線方向（画面の中心を視る方向）
は、矢印Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３の如く、また、右眼の視線方向（画面の中心を視る方向）は、
矢印Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３の如く、いずれも外向きに広がって輻輳角が小さくなっていき、徐
々に遠くを見ている状態に変化していく。これに対し、左右の眼の視線方向は変化するも
のの、視線方向が矢印Ｅ１，Ｅ２，Ｅ３または矢印Ｆ１，Ｆ２，Ｆ３のときの画面全体を
視る視野角φ１，φ２，φ３は、一定または略一定に保たれる。
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【００５０】
　図６において、左右の眼から物理的な距離Ｚの位置にある液晶ディスプレイ２１の実際
の画面（物理的な画面）を、テレセントリック光学系２２を通して右眼で見た場合には、
第１レンズ２２Ａの表面と右眼との間に形成された光路ＫＬ，ＫＲにより、画面全体を視
る視野角φが形成される。左眼で見た場合も左右方向に反転するだけで同様である。この
とき、左眼および右眼の視線方向（液晶ディスプレイ２１の実際の画面の中心を視る方向
）を矢印Ｅおよび矢印Ｆの方向とすると、矢印Ｅおよび矢印Ｆの方向の延長線（図中二点
鎖線）どうしの交差する位置が見かけの画面Ｇの位置となり、左右の眼からこの見かけの
画面Ｇの位置までの距離ｄを仮想距離と呼ぶものとする。そして、仮想距離ｄの位置にあ
る見かけの画面Ｇのサイズは、光路ＫＬ，ＫＲの各延長線（図中二点鎖線）と見かけの画
面Ｇとが交差する点どうしの間隔として定まる。また、液晶ディスプレイ２１の実際の画
面（物理的な画面）上の任意の位置の点ＴＺは、仮想距離ｄの位置にある見かけの画面Ｇ
上では、光路ＫＴの延長線（図中二点鎖線）と見かけの画面Ｇとが交差する位置にある点
Ｔｄとして見える。例えば、液晶ディスプレイ２１の実際の画面サイズが６インチである
場合に、見かけの画面Ｇが仮想距離ｄ＝５０ｃｍ（０．５ｍ）の位置になるように液晶デ
ィスプレイ２１を移動させたとすると、見かけの画面Ｇのサイズは１５インチとなり、こ
の際の視野角φは約３４度となる。なお、本実施形態では、見かけの画面Ｇが仮想距離ｄ
＝ｄ1＝５０ｃｍ（０．５ｍ）となる位置（ディオプタ単位では、１／０．５＝２．０Ｄ
）を基準位置とする。
【００５１】
　図１１において、偏光フィルタ２５，２６と左右の眼との間には、赤外線の波長だけを
反射するダイクロックミラー２７が、偏光フィルタ２５，２６に対して４５度傾いた状態
で配置されている。赤外線オプトメータ８０は、水晶体の厚みの変化に基づいて屈折値を
測定する機器であり、立体映像を観察中の観察者の水晶体の屈折値をリアルタイムで測定
するために設けられている。この赤外線オプトメータ８０から発せられた赤外線は、図中
点線の如く、ダイクロックミラー２７で反射されて直角に曲がって水晶体に至る。そして
、水晶体から出た赤外線は、再び、ダイクロックミラー２７で反射されて直角に曲がり、
赤外線オプトメータ８０に戻る。一方、液晶ディスプレイ２１から発せられた画像の光は
、図中実線の如く、ダイクロックミラー２７を通過し、水晶体に至る。
【００５２】
　また、図３に示すように、赤外線オプトメータ８０による屈折値の測定結果は、フィー
ドバック情報として処理手段５０に送信され、近景画像表示処理手段５１Ａによる近景画
像の表示処理、遠景画像表示処理手段５１Ｂによる遠景画像の表示処理、または液晶ディ
スプレイ２１を移動させるために行われる制御手段７１によるステッピングモータ２３の
動作制御処理を行う際の補正情報として用いられる。
【００５３】
　このような本実施形態においては、以下のようにして立体映像呈示装置１０により観察
者への立体映像の呈示が行われる。
【００５４】
　先ず、入力手段４１を操作し、近景画像内の注視点の再生位置等の再生情報を設定し、
再生情報記憶手段６２に記憶させておくとともに、左右の眼の間隔等のユーザ情報を設定
し、ユーザ情報記憶手段６３に記憶させておく。なお、近景画像の注視点は、必ずしも蝶
１等のような動作を表現したい対象の輪郭内（つまり、蝶１の胴体部分や羽部分や足部分
等）に収まっている必要はなく、動作を表現したい対象の輪郭の外側に設定されていても
よい。
【００５５】
　次に、観察者が覗き窓２４から装置本体２０の内部を覗いている状態で、近景画像表示
処理手段５１Ａにより、画像記憶手段６１に記憶された左眼用近景画像および右眼用近景
画像を液晶ディスプレイ２１の画面上に表示する。この際、近景画像表示処理手段５１Ａ
は、図７に示すように、左眼用近景画像内の注視点（例えば、蝶１の胴体部分等）と、こ



(11) JP 4549661 B2 2010.9.22

10

20

30

40

50

れに対応する右眼用近景画像内の注視点とが、画面の左右方向の中央位置で重なるように
表示する。
【００５６】
　また、近景画像表示処理手段５１Ａは、ユーザの選択があった場合には、図７に示すよ
うに、基準位置（仮想距離ｄ＝ｄ1）に再現される蝶１Ａを含む近景画像に対し、基準位
置よりも遠方位置（仮想距離ｄ＞ｄ1）に再現される蝶１Ｂを含む近景画像を縮小して表
示し、一方、基準位置よりも近方位置（仮想距離ｄ＜ｄ1）に再現される蝶１Ｃを含む近
景画像を拡大して表示してもよい。この際の縮小・拡大の比率は、例えば仮想距離ｄに反
比例させる。従って、何ら近景画像の縮小・拡大を行わない場合には、蝶１Ａ、蝶１Ｂ、
蝶１Ｃの視野角は、テレセントリック光学系２２の性質により一定または略一定に保たれ
るので、その結果、基準位置にいる蝶１Ａよりも遠方位置にいる蝶１Ｂの方が、見かけの
サイズが大きくなり、一方、基準位置にいる蝶１Ａよりも近方位置にいる蝶１Ｃの方が、
見かけのサイズが小さくなるが、縮小・拡大を行うことにより、基準位置の蝶１Ａの視野
角よりも遠方の蝶１Ｂの視野角が小さくなり、基準位置の蝶１Ａの視野角よりも近方の蝶
１Ｃの視野角が大きくなるので、その結果、基準位置にいる蝶１Ａと、遠方位置にいる蝶
１Ｂと、近方位置にいる蝶１Ｃとで、見かけのサイズが同じになる。
【００５７】
　そして、上記のような近景画像表示処理手段５１Ａによる表示処理と同期させて、制御
信号送信手段５２は、再生情報記憶手段６２に記憶された近景画像の注視点の再生位置の
情報に基づきコントローラ７０に制御信号を送信し、コントローラ７０は、この制御信号
を変換してステッピングモータ２３に供給する。すると、ステッピングモータ２３が動作
し、液晶ディスプレイ２１が近景画像内の注視点の再生位置まで移動する。例えば、近景
画像内の注視点の再生位置が左右の眼の位置から見かけ上１００ｃｍの位置であれば、液
晶ディスプレイ２１は、見かけの画面Ｇ（図６参照）が仮想距離ｄ＝１００ｃｍ（１．０
Ｄ）になる位置まで移動する。なお、左眼用近景画像と右眼用近景画像とを異なる画像と
して近景画像自体（例えば、蝶１そのもの）に凹凸感を持たせる立体映像呈示を行う場合
には、近景画像の注視点（例えば、蝶１の胴体部分）のみが仮想距離ｄ＝１００ｃｍの見
かけの画面Ｇ上に再生されればよく、注視点以外の点（例えば、蝶１の羽部分や足部分）
については仮想距離ｄ＝１００ｃｍの見かけの画面Ｇの前後に再生されてもよい。
【００５８】
　さらに、以上のような近景画像表示処理手段５１Ａによる近景画像の表示処理と併せて
、遠景画像表示処理手段５１Ｂにより、画像記憶手段６１に記憶された左眼用遠景画像お
よび右眼用遠景画像を液晶ディスプレイ２１の画面上に表示する。この際、遠景画像表示
処理手段５１Ｂは、再生情報記憶手段６２に記憶された遠景画像の再生位置の情報（図９
の距離Ｄ）およびユーザ情報記憶手段６３に記憶された左右の眼の間隔の情報（図９の距
離Ｌ）等に基づき、図７に示すように、液晶ディスプレイ２１が基準位置（仮想距離ｄ＝
ｄ1相当）よりも遠方（ｄ＞ｄ1）に移動した場合には、左眼用遠景画像および右眼用遠景
画像を、それぞれ交差方向にシフトし、一方、液晶ディスプレイ２１が基準位置よりも近
方（ｄ＜ｄ1）に移動した場合には、左眼用遠景画像および右眼用遠景画像を、それぞれ
同側方向にシフトする。
【００５９】
　例えば、背景となる山２（図１参照）等の遠景画像を常に左右の眼の位置から見かけ上
の距離Ｄ（例えばＤ＝１００ｍ等）の位置に再生したい場合には、液晶ディスプレイ２１
が近景画像内の注視点の再生位置の変化に伴って移動しても、左眼で左眼用遠景画像内の
特定点（例えば、山２の稜線部分等）を視る視線方向が矢印ＥDの方向で固定され、かつ
、右眼で対応する右眼用遠景画像内の特定点を視る視線方向が矢印ＦDの方向で固定され
、輻輳角θDが一定に保たれるようにする必要がある。しかし、液晶ディスプレイ２１を
前後に移動させると、視線方向が変化し（図５参照）、見かけの画面Ｇ（図６参照）も遠
方または近方に移動するとともに、見かけの画面Ｇのサイズも変化するので、遠景画像内
の特定点の見かけ上の位置が左右方向に移動してしまうため、このような移動をキャンセ
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ルするシフト処理を行う必要がある。
【００６０】
　具体的には、図７において、見かけの画面Ｇが基準位置（仮想距離ｄ＝ｄ1）にある場
合に、左眼用遠景画像内の山２Ａが、矢印ＥDの方向の延長線上にあったとすると、何ら
シフト処理を行うことなく、見かけの画面Ｇが基準位置よりも遠方位置（ｄ＞ｄ1）に移
動したときには、図示の如く、矢印ＥDの方向の延長線上よりも左側の位置に左眼用遠景
画像内の山２Ｂが見えることになるので、これを図中点線で示された山２Ｃのように矢印
ＥDの方向の延長線上に持ってくる必要があるため、左眼用遠景画像を交差方向（右方向
）にシフトする処理を行う。一方、何らシフト処理を行うことなく、見かけの画面Ｇが基
準位置よりも近方位置（ｄ＜ｄ1）に移動したときには、図示の如く、矢印ＥDの方向の延
長線上よりも右側の位置に左眼用遠景画像内の山２Ｄが見えることになるので、これを図
中点線で示された山２Ｅのように矢印ＥDの方向の延長線上に持ってくる必要があるため
、左眼用遠景画像を同側方向（左方向）にシフトする処理を行う。
【００６１】
　また、右眼と右眼用遠景画像との関係も、上記の左眼と左眼用遠景画像との関係を左右
方向に反転させれば同様であり、見かけの画面Ｇが基準位置（仮想距離ｄ＝ｄ1）にある
場合に、右眼用遠景画像内の山２Ｆが、矢印ＦDの方向の延長線上にあったとすると、遠
方位置（ｄ＞ｄ1）にある見かけの画面Ｇでは、山２Ｇを図中点線で示された山２Ｈに移
動させるように、右眼用遠景画像を交差方向（左方向）にシフトし、一方、近方位置（ｄ
＜ｄ1）にある見かけの画面Ｇでは、山２Ｊを図中点線で示された山２Ｋに移動させるよ
うに、右眼用遠景画像を同側方向（右方向）にシフトする処理を行う。
【００６２】
　なお、図７では、左眼用遠景画像内の山２Ｄと、山２Ａと、山２Ｂは、一直線上に記載
されているが、実際には、見かけの画面Ｇ上における山の見える位置は、前述した図６に
おける物理的な画面上の点ＴＺと、見かけの画面Ｇ上の点Ｔｄとの関係で定まるので、厳
密には一直線上には並ばず、山は、見かけの画面Ｇが遠方に行くに従って、中心から、よ
り離れる位置に見えるようになり、山２Ｄと、山２Ａと、山２Ｂとは、図中の左上方向に
向かって曲がるカーブ上に記載されることになる。また、右眼用遠景画像内の山２Ｊと、
山２Ｆと、山２Ｇも同様であり、図７では一直線上に記載されているが、厳密には、図中
の右上方向に向かって曲がるカーブ上に記載されることになる。
【００６３】
　そして、以上のような遠景画像のシフト処理を液晶ディスプレイ２１の物理的な画面上
で考えると、図８のように説明することができる。すなわち、図８において、背景となる
山２（図１参照）等の遠景画像を常に左右の眼の位置から見かけ上の距離Ｄ（例えばＤ＝
１００ｍ等）の位置に再生したい場合には、矢印ＥDの方向と矢印ＦDの方向との延長線（
図中二点鎖線）どうしの交差する位置が左右の眼の位置から距離Ｄの位置であるとすると
、左眼および右眼の視線方向は、矢印ＥDおよび矢印ＦDの方向でそれぞれ固定される必要
がある。従って、液晶ディスプレイ２１の画面から発せられてテレセントリック光学系２
２を構成する第４レンズ２２Ｄの裏面に入射される遠景画像の光は、常に一定方向から来
なければならないので、結局、左眼用遠景画像内の特定点は、液晶ディスプレイ２１の物
理的な画面上で、光路Ｋ１上に位置しなければならず、右眼用遠景画像内の特定点は、光
路Ｋ２上に位置しなければならない。
【００６４】
　このため、液晶ディスプレイ２１が基準位置（仮想距離ｄ＝ｄ1相当：例えば仮想距離
５０ｃｍ相当＝２．０Ｄ）にある場合に、左眼用遠景画像内の特定点がＰＡ点の位置（図
７の山２Ａの位置に対応する位置）にあったとすると、液晶ディスプレイ２１が基準位置
よりも遠方位置（ｄ＞ｄ1相当）にあるときには、特定点がＰＢ点（図７の山２Ｂに対応
）からＰＣ点（図７の山２Ｃに対応）に移動するように、左眼用遠景画像を交差方向（右
方向）にシフトし、一方、液晶ディスプレイ２１が基準位置よりも近方位置（ｄ＜ｄ1相
当）にあるときには、特定点がＰＤ点（図７の山２Ｄに対応）からＰＥ点（図７の山２Ｅ
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に対応）に移動するように、左眼用遠景画像を同側方向（左方向）にシフトする。
【００６５】
　また、右眼用遠景画像の場合も同様であり、液晶ディスプレイ２１が基準位置（仮想距
離ｄ＝ｄ1相当）にある場合に、右眼用遠景画像内の特定点がＰＦ点の位置（図７の山２
Ｆの位置に対応する位置）にあったとすると、液晶ディスプレイ２１が基準位置よりも遠
方位置（ｄ＞ｄ1相当）にあるときには、特定点がＰＧ点（図７の山２Ｇに対応）からＰ
Ｈ点（図７の山２Ｈに対応）に移動するように、右眼用遠景画像を交差方向（左方向）に
シフトし、一方、液晶ディスプレイ２１が基準位置よりも近方位置（ｄ＜ｄ1相当）にあ
るときには、特定点がＰＪ点（図７の山２Ｊに対応）からＰＫ点（図７の山２Ｋに対応）
に移動するように、右眼用遠景画像を同側方向（右方向）にシフトする。
【００６６】
　図９には、遠景画像表示処理手段５１Ｂによる遠景画像のシフト量の算出方法が示され
ている。図９において、左右の眼の位置から遠景画像を再生したい位置までの距離をＤと
し、左右の眼の位置から見かけの画面Ｇ（図６参照）までの距離（仮想距離）をｄとし、
瞳孔間隔の半分の長さをＬとし、求めたい遠景画像の見かけのシフト量（中心からのシフ
ト量）をｓとする。このとき、遠景画像を正しく距離Ｄの位置に表示したいときの輻輳角
θDは、次の式（１）で求まる。
【００６７】
　θD＝ｔａｎ-1（Ｌ／Ｄ）　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（１）
【００６８】
　また、液晶ディスプレイ２１を仮想距離ｄに相当する位置に配置することにより発生す
る輻輳角θd（仮想距離ｄにある見かけの画面Ｇ上の中央位置に表示された近景画像内の
注視点を見る際に生じる輻輳角）は、次の式（２）で求まる。
【００６９】
　θd＝ｔａｎ-1（Ｌ／ｄ）　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・（２）
【００７０】
　従って、液晶ディスプレイ２１の位置によらず、つまり見かけの画面Ｇまでの仮想距離
ｄによらず遠景画像を常に輻輳角θDで表示させるために必要なシフト角Δθは、次の式
（３）で求まる。
【００７１】
　Δθ＝θd－θD＝ｔａｎ-1（Ｌ／ｄ）－ｔａｎ-1（Ｌ／Ｄ）　　　・・・・（３）
【００７２】
　通常、輻輳角θdおよびシフト角Δθは、微小であるから、見かけのシフト量ｓは、次
の式（４）で求まる。
【００７３】
　ｓ≒ｄ×ｔａｎ（Δθ）＝ｄ×ｔａｎ｛ｔａｎ-1（Ｌ／ｄ）－ｔａｎ-1（Ｌ／Ｄ）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・（４）
【００７４】
　ここで、テレセントリック光学系２２を通して形成される見かけの画面Ｇまでの仮想距
離ｄと、見かけの画面Ｇのサイズとは、比例する。このことは、一画面を構成する画素数
は一定であることを考慮すると、見かけの画素サイズが、仮想距離ｄと比例することを意
味する。従って、ある仮想距離ｄ1の位置に表示した場合に、見かけの画面Ｇのサイズの
横幅がｗとなることがわかっている光学系および表示デバイスの場合、横方向の画素数を
ｘとすると、画素サイズはｗ／ｘとなり、任意の仮想距離ｄにおける見かけの画素サイズ
ｐxは、次の式（５）で求まる。
【００７５】
　ｐx＝（ｗ×ｄ）／（ｘ×ｄ1）　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・（５）
【００７６】
　従って、シフトしなければならない画素数Δｘは、見かけのシフト量ｓを見かけの画素
サイズｐxで除して、次の式（６）で求まる。
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【００７７】
　Δｘ＝ｓ／ｐx

　　　≒｛（ｘ×ｄ1）／ｗ｝×ｔａｎ｛ｔａｎ-1（Ｌ／ｄ）－ｔａｎ-1（Ｌ／Ｄ）｝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・・・・・・・・（６）
【００７８】
　例えば、遠景画像をＤ＝１００ｍ遠方に設定した場合、近景画像（画面の中心）に対す
る遠景画像のシフト量は、ピクセル単位で示すと、図１０のようになる。なお、計算には
、ｗ＝１５インチ×（４／５）×２．５４＝３０．４８ｃｍ、ｄ1＝５０ｃｍ、Ｌ＝６５
／２ｍｍ＝３．２５ｃｍ、ｘ＝１０２４ピクセルを用いた。図１０において、横軸は、近
景画像内の注視点（例えば、蝶１の胴体部分等）の再生位置までの距離（仮想距離ｄ）で
あり、縦軸は、遠景画像を中心からシフトする画素数Δｘ（ピクセル単位）である。
【００７９】
　このような本実施形態によれば、次のような効果がある。すなわち、立体映像呈示装置
１０は、近景画像表示処理手段５１Ａによる表示処理と同期させて、制御手段７１により
、近景画像内の注視点の再生位置の奥行き方向の変化に応じて液晶ディスプレイ２１を前
後に移動させるので、観察者の水晶体の調節が、移動する液晶ディスプレイ２１に追従し
て働くようになり、調節距離の動的な光学補正を実現できる。
【００８０】
　そして、近景画像表示処理手段５１Ａは、左眼用近景画像内の注視点とこれに対応する
右眼用近景画像内の注視点とが液晶ディスプレイ２１の画面上の左右方向の中央位置で重
なる状態で、これらの左眼用近景画像および右眼用近景画像を表示する処理を行うので、
制御手段７１による近景画像内の注視点の再生位置（見かけの位置）の制御は、近景画像
内の注視点の再生位置と液晶ディスプレイ２１の位置（見かけの画面Ｇの位置）とを一致
させることにより実現できる。従って、輻輳が液晶ディスプレイ２１の画像呈示面の位置
に働くようになるので、輻輳と調節とが共に液晶ディスプレイ２１の画像呈示面の位置に
働き、観察中、輻輳距離と調節距離とを常に一致させることができる。このため、左眼用
画像と右眼用画像との視差量を変化させることにより注視点の再生位置を制御する従来の
方法の場合に比べ、視覚系の不整合に基づく眼精疲労を抑えることができる。
【００８１】
　また、近景画像内の注視点の再生位置の制御は、液晶ディスプレイ２１の移動を伴う形
で行われるので、前述した特許文献１に記載された単焦点レンズを用いて光学補正を行う
方法の場合に比べ、補正範囲が広範になり、多様な立体像の再生位置に対応することがで
きる。
【００８２】
　さらに、観察者と液晶ディスプレイ２１との間にテレセントリック光学系２２が配置さ
れているので、液晶ディスプレイ２１が前後に移動しても、視野角（画角）を一定または
略一定に保つことができるため、ズームの機構を伴わない光学補正を実現できる。
【００８３】
　そして、立体映像呈示装置１０は、遠景画像表示処理手段５１Ｂにより、液晶ディスプ
レイ２１の前方または後方への移動に伴って左眼用遠景画像および右眼用遠景画像をそれ
ぞれ交差方向または同側方向にシフトさせる処理を行うので、液晶ディスプレイ２１の移
動に伴って生じた視差変化をキャンセルし、遠景画像を一定の奥行き距離に保つことがで
きる。
【００８４】
　また、近景画像表示処理手段５１Ａは、ユーザの選択があった場合には、液晶ディスプ
レイ２１の前方または後方への移動に伴って左眼用近景画像および右眼用近景画像をそれ
ぞれ縮小または拡大する処理を行うので、近景画像内の注視点を含む対象（例えば、蝶１
等）の再生位置が液晶ディスプレイ２１の移動により前方または後方に移動した際に、そ
の対象（例えば蝶１等）についての視野角を変化させることができる。従って、液晶ディ
スプレイ２１が前方に移動して観察者から遠ざかったときには近景画像を縮小してその対
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象（例えば蝶１等）についての視野角を小さくし、一方、液晶ディスプレイ２１が後方に
移動して観察者に近づいたときには近景画像を拡大してその対象（例えば蝶１等）につい
ての視野角を大きくすることにより、その対象（例えば蝶１等）の動きを、自然視の状態
と同じ見え方で観察することができる。
【００８５】
　さらに、立体映像呈示装置１０は、赤外線オプトメータ８０を備えているので、立体映
像観察中の観察者の左眼および／または右眼の水晶体の屈折値（つまり、観察中の人間の
ピント調節）をリアルタイムで測定し、この測定結果を近景画像表示処理手段５１Ａによ
る近景画像の表示処理、遠景画像表示処理手段５１Ｂによる遠景画像の表示処理、または
液晶ディスプレイ２１を移動させるために行われる制御手段７１によるステッピングモー
タ２３の動作制御処理にフィードバックさせることができる。このため、観察者の実際の
観察状況に即して適切な立体映像の呈示を行うことができる。
【００８６】
　そして、立体映像呈示装置１０は、再生情報記憶手段６２を備えているので、近景画像
の動きのシーケンス（再生位置および再生速度の情報を含む。）を含む近景画像の再生に
必要な各種情報、あるいは遠景画像の再生位置の情報を自在に設定して記憶させることが
できる。このため、近景画像の再生位置および再生速度を自在に制御でき、あるいは遠景
画像の再生位置を自在に設定でき、多様な立体映像の呈示を行うことができる。
【００８７】
　また、立体映像呈示装置１０は、ユーザ情報記憶手段６３を備えているので、観察者の
屈折値や瞳孔間隔といった個人情報を記憶させることができ、個人差にも対応することが
できる。
【００８８】
　さらに、立体映像呈示装置１０は、近景画像の再生位置を、調節距離の単位であるディ
オプタ（Ｄ：メートル距離の逆数）で制御し、かつ、光学補正もディオプタ単位でリニア
に行うことができる。
【００８９】
　なお、本発明の効果を確かめるために、従来の方法により立体映像を観察した場合と、
本発明の立体映像呈示装置１０を用いて立体映像を観察した場合とで、赤外線オプトメー
タ８０を用いて近景画像内の注視点の再生位置を変化させたときの観察者の水晶体の屈折
値の変化を測定する比較実験を行った。図１２には、光学補正を行わない従来の立体映像
観察の場合の測定結果が示されている。この場合は、液晶ディスプレイの位置を固定し、
左右の画像をずらしてその視差量を変化させることにより近景画像内の注視点の再生位置
の制御を行っている。一方、図１３には、光学補正を行った本発明の立体映像呈示装置１
０による観察の場合の測定結果が示されている。この場合は、液晶ディスプレイ２１の位
置を前後に移動させ、左右の画像は、ずらさずに固定している。図１２および図１３のい
ずれも、横軸が時間（秒単位）であり、縦軸が、白丸の点については、測定した水晶体の
屈折値（ディオプタ単位）であり、黒四角の点については、設定した近景画像内の注視点
の再生位置（ディオプタ単位）である。
【００９０】
　図１２によれば、従来の方法では、測定した水晶体の屈折値（白丸の点）と、近景画像
内の注視点の再生位置（黒四角の点）とが一致していないのに対し、図１３によれば、本
発明の立体映像呈示装置１０では、測定した水晶体の屈折値（白丸の点）と、近景画像内
の注視点の再生位置（黒四角の点）とが一致し、調節距離と輻輳距離とが一致しているこ
とがわかり、これにより本発明の効果が顕著に示された。
【００９１】
　なお、本発明は前記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範
囲内での変形等は本発明に含まれるものである。
【００９２】
　すなわち、前記実施形態では、マイクロポール２１Ｂおよび偏光フィルタ２５，２６を
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用いた左右映像の分離方式を採用していたが、本発明の立体映像呈示装置に適用する分離
方式は、これに限定されるものではなく、例えば、ディスプレイでの左眼用画像と右眼用
画像との交互切換表示処理およびこれと同期して左眼と右眼との透光／遮光を切り換える
液晶シャッタメガネによる分離方式等でもよい。
【００９３】
　また、前記実施形態では、液晶ディスプレイ２１が用いられていたが、本発明の立体映
像呈示装置に適用するディスプレイは、これに限定されるものではなく、例えば、ＣＲＴ
ディスプレイ等であってもよい。
【００９４】
　さらに、前記実施形態では、第１、第２、第３、第４レンズ２２Ａ，２２Ｂ，２２Ｃ，
２２Ｄにより構成されるテレセントリック光学系２２を用いていたが、本発明の立体映像
呈示装置に適用するテレセントリック光学系は、これに限定されるものではなく、要する
に、ディスプレイの前後の移動に対し、視線方向（画面の中心を見る方向）を変化させつ
つ、視野角（画角）を一定または略一定に保つことができる光学系であればよい。
【産業上の利用可能性】
【００９５】
　以上のように、本発明の立体映像呈示装置は、例えば、注視点（視標）を含む近景画像
と、その背景となる遠景画像とを用いて立体映像を呈示する場合等に用いるのに適してい
る。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の一実施形態の立体映像呈示装置の全体構成図。
【図２】前記実施形態の装置本体の縦断面図。
【図３】前記実施形態の立体映像呈示装置の構成を信号や光の流れとともに説明する図。
【図４】前記実施形態のマイクロポールを実装した液晶ディスプレイの構造の説明図。
【図５】前記実施形態のテレセントリック光学系により形成される光路の説明図。
【図６】前記実施形態の液晶ディスプレイの物理的な画面とテレセントリック光学系を通
した見かけの画面との関係の説明図。
【図７】前記実施形態の遠景画像表示処理手段による遠景画像の表示処理の説明図。
【図８】前記実施形態の遠景画像表示処理手段による遠景画像の表示処理の別の説明図。
【図９】前記実施形態の遠景画像表示処理手段による遠景画像のシフト量の算出方法の説
明図。
【図１０】前記実施形態の遠景画像表示処理手段による遠景画像のシフト量の算出結果を
示す図。
【図１１】前記実施形態の水晶体の屈折値の測定方法の説明図。
【図１２】水晶体の屈折値の実測を行った比較実験結果（従来の方法による場合）を示す
図。
【図１３】水晶体の屈折値の実測を行った比較実験結果（本発明の方法による場合）を示
す図。
【図１４】従来の方法による立体映像観察中の視覚系の不整合の説明図。
【符号の説明】
【００９７】
　１０　立体映像呈示装置
　２１　液晶ディスプレイ
　２２　テレセントリック光学系
　２３　駆動手段であるステッピングモータ
　５１　画像表示処理手段
　５１Ａ　近景画像表示処理手段
　５１Ｂ　遠景画像表示処理手段
　７１　制御手段
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　８０　水晶体屈折値測定手段である赤外線オプトメータ
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